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７   会議の概要  

委員長    ただいまから議会運営委員会を開会いたしま

す。  

      〔報道機関のテレビカメラ撮影を許可〕 

委員長    まず、委員会記録の署名委員に押田委員、柞

山委員を指名いたします。 

本日の協議事項は、お手元に配付のとおりで

あります。  

まず、協議事項１番目の、会派から提出され

た意見書（案）・決議（案）についてであり

ます。 

今定例会において会派から提出されました意

見書（案）・決議（案）については、お手元

の資料のとおり、意見書（案）４件でありま

す。  

これらにつきましては、前回の議会運営委員

会でお示しした意見書提出要請の３件と合わ

せて、１８日（金曜日）の議会運営委員会に

おいて御協議いただくことになります。それ

までに、各会派において御検討いただきたい

と思います。 

次に、協議事項２番目の、会派の定義につい

てであります。  
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このことについては、平成３１年２月の議会

改革検討調査会にて提起がなされ、その後の

各派代表者会議において、本委員会で協議を

行うこととされたものであります。 

まず、お手元に配付しております資料につい

て、事務局より説明させます。 

議事調査課長 〔資料「会派の定義について」により説明〕  

委員長    ただいまの説明について、何か質問等はあり

ませんか。  

柞山委員   今説明いただいた資料は初めて見させていた

だきましたが、地方自治法で定めているのは

２項目、第１００条第１４項と同条第１５項

に政務活動費に関連した事項が記載されてお

ります。 

      全国では相対的に、会派は１人からでも認め

ているということであります。政務活動費の

ことはそれぞれの議会で決めておりますけれ

ども、そういう政務活動費の条項あるいは要

綱に関連して１人でも会派としているのか、

つまり関連性があるのかないのかということ

は何か調査をされましたか。  

委員長    事務局で何か調査をしましたか。 
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庶務課長   特に調査というものは行っていないところな

のですが、政務活動費における会派という意

味と議会運営上における会派の意味の違いを

御説明させていただきたいと思います。 

      「政務調査費ハンドブック」という本に書い

てあることでございますが、「議会運営上に

おける会派とは、政策を同じくする議員の集

団をいう」  先ほど議事調査課長から申し上

げたとおりでございます。これに対して、「  

政務調査費における会派は、交付対象として

の集団をいい、理論上性質を異にする」もの

ということですので、議会運営上における会

派と政務活動費における会派は、基本的には

少し意味が違うということでございます。 

      それと、政務活動費の対象としての法的な位

置づけなのですが、皆さんも御存じのとおり、

政務活動費と現在呼んでいるものについては、

平成２４年に地方自治法の改正がありまして

「政務活動費」となりましたが、それ以前は

「政務調査費」と言っておりました。 

      政務調査費が地方自治法で最初に位置づけら

れたのは平成１２年でございます。それ以前

は、法的な位置づけとして、地方自治法の補

助金の交付を根拠にして交付されていたとこ

ろでありますが、その時点での政務調査費の

交付は会派に対して支給するということが前
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提になっていたものでございます。 

      しかし、会派がないという議会も全国の中に

はございました。そうすると、会派制を採用

していない議会では政務調査費の交付はでき

ないのかということで、理論上少しおかしく

なるものですから、平成１２年の地方自治法

の改正で会派または議員に対して交付すると

いう規定が法整備の中で設けられたところで

ございます。 

      これは、あくまでも会派制を採用していない

議会で、議員に対して交付することができる

という趣旨です。  

      その辺りを踏まえまして、政務調査費が誰に

対して交付されるのかといったときには、３

つの類型があるとされております。１つ目は

会派、２つ目は議員、３つ目は会派及び議員

という形です。  

      この３つからどれかを選択して交付するもの

ではなく、あくまでもそういう選択制という

形の規定は、法律の解釈を超えるというふう

にこの本の中には書いてあります。 

      本市におきましては、会派制を採用しており、

３つの類型の中では、会派への支給、もしく

は会派及び議員への支給のいずれかというこ

とになってまいります。 

      そうすると、例えば１人の議員個人に対して
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交付するということは、この考え方に基づく

と本市議会においては採用できないというこ

とになってまいります。 

今回のこの会派の議論の中では、あくまでも

議会運営上の会派というところで一旦整理を

していただければよろしいのではないかと。  

政務活動費については趣が少し違うというこ

とで御理解いただきたいと思っております。  

柞山委員   少し調査してもらえるようにお願いできませ

んか。 

委員長    以前にも議論があったと思いますが、今ほど

の質問にもあったようにまだ精査しなくては

いけない、あるいは検討しなければいけない

事項がございますので、事務局としてそれな

りの調査を行っていただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。  

      今の説明も分かりやすいようにもう一度提示

していただければと  法律などが出てくると

分からなくなってしまうので、その辺をよろ

しくお願いしたいと思います。 

      ほかに質問はございませんか。  

      〔発言する者なし〕  
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委員長    ほかにないようですので、この程度にとどめ

ます。 

      この件については、後日改めて協議を行いた

いと考えておりますが、この場で何か御意見

等はございませんか。  

      〔発言する者なし〕  

委員長    ないようですので、この程度にとどめます。 

      それでは、本日配付しました資料も参考にし

ていただきながら、次回、９月１８日（金曜

日）に開催します本委員会において、具体な

協議を行いたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。  

議事調査課長 先ほど柞山委員が申されました調査につきま  

しては、１８日だとちょっと間に合わないと

思いますが……。  

委員長    間に合わないですか。 

議事調査課長 言われたのは、政務活動費と１人会派の関連  

性をどう捉えているかということの考え方で

すか。 

      （「事例だ」と発言する者あり） 
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柞山委員   簡単に言うと、政務活動費の要綱の条項でそ

ういうことを記載してあるからどうしても１

人でも会派となっているのか、あるいはそう

ではなくて、政務活動費の規定はあっても、

議会運営上の会派は２人以上となっている場

合も考えられるので、そういう傾向があるの

かどうかということです。 

      本市議会の政務活動費は会派支給となってい

ます。しかし、通常であれば 社会通念上、

会派は２人以上だけれども、１人でも会派に

なれると解釈して、１人でも会派名を名乗っ

て、表札を上げているわけですけれども、そ

ういうことになっていくのか。 

      今の説明では、議会運営上の会派と政務活動

費における会派とは全く別だと言われますが、

この議会としてはそういう意味合いはないと

しても、関連性は十分あるなというふうに捉

えています。そういう意味で、全国の事案は

どういう傾向にあるのか、どうしてそうなっ

ているのかということが分かればいいなと思

って調査をお願いしているわけです。 

議事調査課長 恐らく今の事項ですと、電話での聞き取りを  

いろいろしながらでないと対応できないかと

思います。  

      例えば中核市はどこも議会中ということがあ
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って、１８日までですとなかなか、サンプル

といいましょうか、数が揃わないかなという

部分があります。  

柞山委員   １８日に間に合わなくても調査してもらえま

すか。 

委員長    今ほどのやり取りにありましたが、１８日ま

でに事務局の調査が間に合わない場合もある

ということでして、でき次第報告していただ

くということでよろしいですか。なるべく早

くお願いします。  

      それともう１点、中核市の話をしております

けれども、一番近くにあります富山県議会な

どはどういう対応なのか。１つの事例として

それも挙げていただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。  

      それでは、本日配付しました資料も参考にし

ていただきながら、次回、９月１８日（金曜

日）に開催します本委員会において、具体な

協議を行いたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。  

      （発言する者あり）  

委員長    ですから、１８日に決定するということでは
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なく…… 

      （「意見交換していくということ」と発言す

る者あり）  

委員長    以上で、本日の協議事項は終了いたしました。 

      ここで、私のほうから３点御報告いたします。 

      まず１点目は、先ほどの本会議において議題

となった、令和２年分陳情第２０号について

であります。 

      この陳情について、前回の本委員会にて陳情

文書表を配付したところでありますが、委員

会終了後、陳情人より内容等についての訂正

届が提出され、議長において訂正が許可され

ました。 

      このことを受けて、委員と会派代表者の皆さ

んには、訂正についての案内を事前に配付し

たところであります。  

      また、本日、議場にて配付されました陳情文

書表については、この訂正が反映されたもの

となっておりますので、御承知おき願います。 

      次に、２点目は、前回の本委員会において、

議長からその取扱いについて意見を求められ

ておりました、令和２年分陳情第１５号「広

報誌に関する陳情」についてであります。 

      前回の委員会終了後、当委員会としての意見
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を議長に報告した結果、この陳情については

今定例会において審議を行わないとの議長判

断となりましたので、併せて御承知おき願い

ます。 

      次に、３点目は、委員会のインターネット中

継に関する資料についてであります。 

      このことについては、さきの本委員会におい

て江西委員より申出があったものであります。 

      それを受けて、事務局からは、１１日に棚入

れにより資料を配付したとの報告がありまし

たが、本日、改めて資料を配付しております。 

      それでは、まず、この資料について、事務局

より説明させます。 

議事調査課長 〔資料「委員会のインターネット中継につい

て」により説明〕  

委員長    今ほど事務局から説明がありました。例えば

４番に本市のアクセス件数が書いてあります

けれども、１日約３８０件のうち庁舎内が約

２７０件と。ですから、その他市民の方の視

聴が約１１０件ということで認識していただ

いてよいかと思います。 

ただいま説明のありました資料につきまして

は、継続審査となっております、委員会のネ

ット中継に関する請願の審査の参考とするも
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のですが、審査そのものは次回の本委員会に

おいて行いたいと思いますので、本日は、資

料についての質問のみを受け付けることとい

たします。  

      それでは、何か質問等はありませんか。 

江西委員   概算の費用について見積りしていただいたわ

けですが、私もほかの市議会などを見に行く

と放送設備のある部屋というか、部屋ごとに

設備が違ったりすることもあるのですが、こ

の富山市議会は全て同じ、がらんどうの部屋

であります。 

      このマイクや放送設備を設置するところとい

うのは、どこか特定の部屋をそのように改造

するという認識でよろしいでしょうか。それ

とも、そうではなく、こういったところに置

くような簡易式のものを何か想定しているの

でしょうか。 

議事調査課長 具体的には、委員会室を使いまして、マイク  

につきましても独自のものを置いていくと。

実際に集音マイクというものも業者に聞いて

みたのですが、やはり「がさがさ」といった

ようないろいろな音を拾ったり、放送事故と

いうこともあり得るので、個別に発言者  議

員さんなどにマイクを用意して、こういった
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部屋を使って対応をしていくと。  

江西委員   今の委員会で想像すると、当局と議会側に分

かれます。それぞれせめて１本ずつのマイク

があるのかもしれませんが、手を挙げた人に

マイクを常に渡していくような方式というこ

とでしょうか。  

議事調査課長 マイクについてはそれぞれ置いてありまして、 

スイッチを自分で押すということです。 

江西委員   継続して、カメラについてです。マイクにつ

いては、その方式であれば移動できるという

のは分かるのですが、問題となるのは、カメ

ラはどこかの部屋に固定しておくという認識

でしょうか。 

議事調査課長 カメラは固定で、定点式で考えております。  

江西委員   それと、委員長からも話があったのですが、

令和元年度のアクセス件数の実績が書いてあ

りますが、平成３０年に、現状のアクセス数

を考えて先送りしたということがあるわけで

す。  

比較したいものですから、そのときのアクセ

ス数と令和元年度のアクセス数の実績で、そ
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れぞれ対比できるような数字はありますでし

ょうか。 

議事調査課長 当時の資料に基づいて数を言わせていただき  

ますが、月別の１日当たりの平均アクセス数

ということで当時は御用意させていただいて

おります。  

      このときのアクセス数については、平均で２

８．７件、多い月で７４．６件、少ない月で

５．３件ということです。 

江西委員   そうしましたら、比較の対象がずれるのかも

しれませんが、１日の件数が２８．７件から

１８件になったというイメージでしょうか。  

議事調査課長 その当時の時期的なものについては、中継が  

始まった頃、平成２９年３月から平成３０年

６月までの件数ということで、延べ期間とし

ては長期間での件数の比較でございます。 

      先ほど江西委員が言われたとおり、１日当た

りの比較ということでは２８．７件から１８

件になったということでよろしいかと思いま

す。  

江西委員   分かりました、ありがとうございます。結構

です。 
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押田委員   コストの話を聞きたいのですけれども、マイ

クの本数は何本をお考えですか。  

議事調査課長 １５本にプラスで、なるべく使えるものを使  

いたいと考えておりまして、実は現在、既存

のワイヤレスマイク等が３本あります。 

その３本を入れて、合計１８本を使うような

形で考えております。  

押田委員   １５本プラス３本となってきますと、いわゆ

るソースが１８本あることになってくるので

すけれども、ミキサーなどを使わないといけ

なくなってくると思います。その技術的なも

のは、この配信設定や配信料に入っているの

でしょうか。 

議事調査課長 全て使えるような形での見積りを取っていま  

す。具体的には、全てが見積りの中に入って

いる形となっています。 

押田委員   ということは、この配信料の中に技術者が含

まれていると考えていいですか。  

議事調査課長 技術者は呼ばないのですが、機械の設定で対  

応できるということは聞いております。 
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押田委員   そうなってきますと、今度は、議会事務局の

職員の負担というものの考え方を教えてくだ

さい。 

議事調査課長 現在のところ、先ほど申したとおり、カメラ  

については固定式ですので設定などは不要で

あると考えております。マイクについても同

様に、スイッチの入・切を発言者にしていた

だくことを考えております。  

結論から申しますと、本会議においてはマイ

クとカメラを操作する担当者がおりますが、

委員会中継の今の見積りの中では、操作のた

めの職員をつけることは特に考えていないも

のとなっております。  

押田委員   変な話ですけれども、スイッチを入れ忘れた

まま発言されて、インターネット中継の視聴

者に聞こえないということになる可能性もあ

りますか。  

議事調査課長 それについては、放送事故としてはあり得る  

のですが、ランプがつくので、発言の際には

ボタンを押した上でランプも含めて確認して

いただきたいと。  

      結論から申しますと、放送事故もあり得ると

いうことでございます。 
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柞山委員   この資料のことを説明いただいたわけですが、

１委員会室だけの整備の予算を計上してあり

ます。 

      以前、議会改革検討調査会でこの件を審議し

たときは、４つの常任委員会があるので全て

を整備しなくてはいけないと、相当費用がか

かるということで、その時はこういった結論

となっております。 

      以前は常任委員会が２つずつ開催されており

ましたが、今は１日１委員会の開催です。こ

のように変更となったのはいつからであった

か確認したいと思います。 

議事調査課長 昨年度からでございます。  

委員長    ほかにないようですので、この程度にとどめ

ます。 

      次回の議会運営委員会は、９月１８日（金曜

日）建設委員会終了後に開き、先ほど申し上

げましたとおり、継続審査となっている、委

員会のネット中継に関する請願の審査や、今

定例会において新たに付託されました請願・

陳情の審査等を行いますので、よろしくお願

いいたします。  

      最後に私のほうから一言申し上げたいと思い

ます。 
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      本定例会の一般質問は本日で終了いたしまし

た。質問をされる方の中で、質問時間終了後

に発言される方はいないのですけれども、通

告を見たときに、３０分や４５分の質問時間

でできるのかと思う量の質問事項を上げてい

る方がおられます。事実、最後には尻切れと

んぼになることもございました。  

      答弁をつくっている当局や事務局の手間を考

えますと、選択した質問時間に合わせたよう

な質問時間にしていただきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。  

成田委員   議題以外で言いたいことがあります。  

委員長    その他ですね。どうぞ。 

成田委員   請願と陳情の取扱いですけれども、請願は紹

介議員が要るということで、紹介議員がいな

いときは陳情となります。内容によって、各

委員会へ付託されて、採択、一部採択、不採

択と決し、本会議で採決されますけれども、

流れは両方同じなのです。 

請願は紹介議員をつけた上で審議していくも

のですから、当然重たいものだと思います。

それが、請願と陳情は流れが一緒だというこ

とで、これは過去から議論はあったと思うの
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ですけれども、この議会運営委員会で検討し

ていただきたいと思っていますので、よろし

くお願いいたします。  

岡部委員   今の請願と陳情についてではなくて、先ほど

の委員長のお話の関連です。質問項目が非常

に多いという話がありましたが、そのことも

さることながら、通告では項目を細部まで書

きなさいということを議会運営委員会で決め

たはずなのです。  

しかし、何名かは「何々について」だけで、

質問内容が明確になっていない部分があった

ので、そこは再度徹底していただきたいと思

います。 

委員長    私が先ほど発言したのは、質問が多いという

ことではなく、３０分・４５分・６０分とい

う自分の質問持ち時間の中で、最終的に当然

全て質問して答弁をもらえるような時間を割

り振っていただきたいということでございま

す。  

岡部委員   それはそれでオーケーなのですけれども、事

前にそれぞれが質問項目を提出して、かぶら

ないようにという配慮をしていますが、細か

いところまでつかみきれない、書かれていな



19

い方がおられるので、そこは決められたとお

りにしていただきたいということです。 

委員長    要するに通告内容の書き方の問題ですね。  

      （「そうです」と発言する者あり）  

江西委員   この場で言うのが適切かどうか分かりません

が、今の話は私のことではないかなと思うの

です。 

      私はあれで十分だというような思いがあるの

です。何について問うかを書いておりますの

で。  

      ただ、当局とのやり取りの中で、その範囲の

中で口頭通告はしてあるのですけれども、そ

の中で質問するかしないかということは進捗

によって変わると言ってあります。 

      ですので、そのことも入れると、逆に聞くか

聞かないか分からない質問の羅列になってし

まって、大変な量になってしまうと思います。

その点については一方的にどなたかが御判断

するのではなくて、議論の末検討していただ

きたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

委員長    今ほど江西委員がおっしゃったのは、一括質
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問と一問一答との違いですね。 

一問一答ですと、質問に対する答弁について、

また別の質問が出てきますから、違うところ

に波及していきますので、そんなに簡単に通

告はできません。  

      でも、一括質問であれば、文章で質問を出し

ておりますので、全てかぶらないようにでき

るということが事実としてあります。 

高田 重信委員 そうは申せ、質問通告するときにはこうしま 

しょうということを決めたのですから、今の

場合、一問一答方式で最低限どこまでが必要

なのかということは再度検討する必要が出て

きたのかなという思いもありますが、事務局

としてはどうでしょうか。 

委員長    事務局は答えられないですよ。  

高田 重信委員 ただ、決めたことは決めたことだと……。  

委員長    それはそうです。かぶらないようにというこ

とはもちろんで、中身の問題です。 

      一問一答方式で中身まで制約してしまったら、

一問一答の意味が何もなくなってしまいます

から。 
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高田 重信委員 そうではなくて、一問一答方式でも大事なと 

ころは最低限……。 

「何々について」だけというのはやめましょ

うということを言っておられるわけで、それ

は守りましょうということです。  

江西委員   そういうことだと勝手に判断しておられます

けれども、何のことを言っておられるのか分

からないです。私は勝手に、一番粗いのは私

だと思っておりますけれども。 

      私はただ、この全ては  言ったうちの半分も

聞いていないのです。当局にはもっと言って

いるのです。ただ、それを全部羅列せよと…

…。  

      こう答えるのであれば私はこう言いますよと

いうことは、全部話しています。ただ、どう

答えるのか私には分からないから、「何々に

ついて」ということで終わらざるを得ないの

です。 

逆に私からすると、一問一答方式をやめて一

括質問一括答弁方式にしていただきたいと思

う方がたくさんいます。 

これはあくまでも議員個人の考え方や主張な

どがあると思いますので、誰かが、当局が勝

手に決めることではないと。そういうことは

やめていただきたいです。 
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委員長    質問の中身に関しましては、選択した質問時

間の中で議員が責任を持って質問される分に

は何を聞かれてもいいのですよ。  

でも、先ほど高田  重信委員が言われたよう

に、いろいろな形の中で細かく出しておいて

ほしいというのも、当局の思いもあると思い

ますから、各部局は質問される議員に聞き取

りをされているのだと思いますので、よく打

合せをしていただきたいと思います。 

江西委員   岡部委員が言ったのは、後で質問をする人が

前の人は何を質問するのか分からないから困

ると。それは一理あると思うのです。しかし、

そういう趣旨で当局が困るものではないです。 

（発言する者あり） 

委員長    いろいろな意見が出ましたけれども、質問の

件に関しては今後また調査、勉強をして委員

間あるいは議員の中で話していきたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

      また、請願・陳情について検討してほしいと

の申出がありましたが、皆さんはどのような

御意見でしょうか。 

柞山委員   「富山市議会関係例規集」５２－１ページの
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富山市議会請願・陳情取扱要領に、陳情につ

いての記載があります。 

      最後のほうに、陳情については、請願の例に

より審査・処理する、手続していくというこ

とで、請願も陳情も結局は同等ということに

相なっております。 

おのずから、請願も陳情も趣旨が違うもので、

取扱いも当然違ってよろしいかと思います。  

今のままであれば、陳情であっても  請願は

もともと本会議で採決も討論もいたします。

しかし、それと一緒であれば、請願と一緒の

方法で、陳情についても、本会議で審議をし

なければいけないことになります。 

そもそも陳情は、要望に近いもので、紹介議

員も必要ないと。それでも、配布だけではな

くて、委員会付託をしてきて、陳情人の思い

を少しでも広範囲に、中身を深く審議すると

いうことであっても、請願と同等というのは

 また別の、違う意味で運用の仕方があるの

だろうと。  

その特性をやはり  例えば委員会で当局や委

員の意見を聞くのか、採決までするのかどう

かも含めて整理をすべきでないかなというふ

うに思います。  

陳情は賛成とか反対などという趣旨ではない

と思うのです。陳情の趣旨を理解してほしい



24

ということでこの手続を踏んできているわけ

です。 

もともとこの請願・陳情のことについては、

いろいろと経過もあります。当時、私が総務

文教委員長のときに、陳情のことで参考人招

致もしましたが、やはりなかなか  陳情人に

よっては、性格の荒い方もおられたり、当局

に対して、かなり迷惑行為があったりと、い

ろいろなことがありました。そこで、議長だ

けでは判断ができないということで、委員会

付託するというような経緯もあります。 

しかしながら、この例規集の文章から言うと、

少し粗削りで記載してあって、あたかも日が

たつと請願も陳情も一緒のような取扱いにな

りますので、それは本来の意味をもって整理

すべきであろうというふうに思っております。 

成田委員が先ほど発言されましたが、総務文

教委員会でいろいろと意見を聞かれて今日の

発言になっておりますから、所管の委員会で

もそのように意見があるということであれば、

やっぱり改めて議会運営委員会でもこのこと

の協議・整理をする必要があるというふうに

思います。  

委員長    ほかにありませんか。 
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      〔発言する者なし〕  

委員長    ほかにないようですので、この程度にとどめ

ます。 

      それでは、ただいまの請願・陳情の取扱いに

ついては、本委員会において今後協議を行っ

てまいりたいと思いますが、いかがでしょう

か。  

      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

委員長    それでは、そのように決定いたします。 

      本委員会での今後の協議事項が幾つか出まし

たけれども、皆様方の御協力をお願いいたし

ます。 

これをもって、本日の議会運営委員会を閉会

いたします。 
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